
5.3 承認ルート設定

ⅰ．第一承認者の役職の登録は必須です、登録しないと、部員の勤務表の作成ができません。

ⅱ．複数役職が承認する場合、第２、第３承認者の役職も登録してください。

左図の組織の場合、人事課の課長が人事課の課員の勤怠を承認する場合
人事課の第一承認者を課長に登録します、管理部の部長が人事課の課長
の勤怠を承認するため、人事課の第二承認者を部長に登録します。

承認ルートを新規登録や、修正登録の場合、編集内容がいつから有効なのか、まず「承認ルート有効基準日」を指定してから、
登録ボタンを押してください。

5.3
承認ルート設定
各部門の承認者の役職を登録します。

① 第１、２、３承認者の役職

② 承認ルート有効基準日
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